
産

育

呪

儀

三

題

⇔

、
湯
殿
始
あ
と
吉
方
流
水

出
産
の
あ
と
、
湯
殿
始
め
の
儀
が
執
り
行
な
わ
れ
る
。
産
湯
の
儀
で
あ
る
。

こ

の
産
湯
の
水
は
、
単
な
る
産
児
を
洗
う
湯

と
い
う
以
上

に
強
い
宗
教
性
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
後
白
河
院
の
誕
生
を
記
す

『
九
民
記
』

に
は

「
次
主
税
属

佐
伯
貞
仲
率
仕
丁
、
令
汲
吉
方
水
」
と
あ
る
よ
う
に
、
産
湯
水
に
は
、
誕
生
し
た

産
児
の
吉
方
を
勘
案
し
て
陰
陽
師
が
方
角

(吉
方
)
を
定
め
、
そ
の
方
角
に
あ
る

河
川
な
ど
か
ら

「吉
方
水
」
を
汲
み
と
り
、
宮
室

・
家
宅
に
持
ち
蹄
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
吉
方
水
を
汲
む
人
々
は

『有
光

記
』

で
は

「
汲
水
之
使
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
こ
の

「汲
水
之
使
」
の
構
成
は

『
有
光
記
』
で
は

「鷹
官
職
兼
為
汲
水
之

使
、
仕
丁

一
人
、
荷
丁
二
人
各
着
火
色

等
」
と
あ
り
四
人
、
『
九
民
記
』

で
は

「主
税
属
佐
伯
貞
仲
率
仕
丁
、
令
汲
吉
方
水
」
の
句
に
註
し
て

「仕
丁
二
人
取
授

(楮
)
前
行
警
躍
、
二
人
荷
多
加
之
」
と
あ
り
五
人

で
赴

い
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
『
花
園
左
府
記
』
で
は
、
「
持
参
水
桶
二
荷
也
、
仕
丁
四
人
」
と
記
し

「
二

水

野

正

好

人
者
取
松
明
、
二
人
者
取
荷
」
と
あ
り
庁
官
を
含
め
れ
ば
五
人
、
『
敦
記
』

で
は

「臆
官
六
人
也
、
其
中
二
人
令
酌
東
流
水
、
仕
丁

一
人
、
荷
丁
二
人
、
各
着
火
色

衣

・
袴
等
」
と
見
え
五
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く

「汲
水
之
使
」
と
な
る

庁
官

一
人

(時
に
付
随
す
る

一
人
)
、
仕
丁
二
人

(時
に

一
人
)
、
荷
丁
二
人
と
い

う
構
成
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
に
は

「汲
水
之
使
」
が

三
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
『爲
隆
卿
記
』
に
は

「申
剋
内
蔵
属
忠

倫
、
相
具
仕
丁
等
、
向
吉
方
汲
水
」

の
記
事
が
そ
れ

で
あ
る
。
忠
倫

に
註
し
て

「着
束
帯
、
當
色
白
絹
」、
仕
丁
に

「
退
紅

・
裡

・
烏
帽
」
、
等

に
註
し
て

「
一
人

持
手
荷
、

一
人
取
桔
」
の
句
が
あ
り
三
人

で
あ
る
こ
と
は
明
白
。
ま
た

『大
記
』

に
は

「遣
汲
吉
方
水
、
仕
丁

一
人
着
退
紅

・
裡
、
荷
多
加
桶
爽
向
、
同
仕
丁

一
人

取
楮
、
前
行
警
躍
、
院
鷹
官
則
安
相
從
」
と
あ
り
、
や
は
り
三
人

で
あ
る
。

こ
の

場
合
は
庁
官

一
人
、
吉
方
水
を
荷
う
仕
丁
、
楮

(松
明
)
を
持

つ
仕
丁

一
人
と
い

う
構
成

で
あ
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
天
皇
家
の
皇
子
誕
生

の
際

の

「
汲
水
之

使
」
の
実
態
と
貴
紳

の

「
汲
水
之
使
」
の
間
で
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。
九
條
兼
実

の

『玉
葉
』

に
は

「仁
安
二
年
十

一
月
九
日
、
今
日
浴
殿
始
也
…
下
家
司

一
人
、
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仕
丁
、
直
向
吉
方
汲
水
練
方
、
則
汲
水
蹄
参
」
と
あ
り
、
家
司

一
人
、
仕
丁
、
恐

ら
く

一
人
が
そ
の
用
を
足
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

こ
う
し
た
型
が
貴
紳

一
般
の

姿

で
あ
ろ
う
。
『敦
記
」
・
『爲
隆
卿
記
』
は
こ
う
し
た

「汲
水
之
使
」

の
服
装
を

詳
記
し
て
い
る
。
火
色

(退
紅
)
の
衣
袴

に
裡
掛
け
、
烏
帽
子
を
か
ぶ
る
仕
丁
、

白
衣
束
帯
の
庁
官
が
セ
ッ
ト
と
な
り
、
吉
方

へ
と
赴
く
と
記
す
の
で
あ
る
。
四
人
、

五
人

の
汲
水
之
使
の
場
A
口
に
は
、
仕
丁
の
二
人
は
必
ず
荷
丁

(仕
丁
と
記
す
と
し

て
も
)

で
あ
り
、
汲
ん
だ
吉
方
水
を

「荷
多
加
」
二
桶
に
容
れ
、

一
人

一
桶

(
一

荷
)
を
荷
し
て
運
ぶ
、
残
る

一
-
二
人
の
仕
丁
は
松
明

(楮
)
を
取
り
前
行
警
躍

し
、
庁
官
が
使
を
代
表
す
る
の
で
あ
る
。
汲
水
は
、
ふ
つ
う
二
荷
が
必
要

で
あ

っ

た
よ
う
で

『花
園
左
府
記
』

に
は

「吉
方
水
遅
々
、
早
重
可
催
、
而
間
仕
丁
稻
警
、

持
参
水
桶
二
荷
也
、
仕
丁
四
人

庶
潴
㎜
融
明
、
乍
二
人
可
参
南
階
下
、

一
荷
者
入
桶
、

一
荷
者
遣
釜
殿
御
湯
料
」
と
二
荷
を
分
別
し
て
記
し
て
い
る
。

一
荷
は
桶
に
入
れ
、

一
荷
は
釜
殿
で
沸
か
す
御
湯
料
と
す
る
た
め
の
二
荷
で
あ
る
。
汲
水
之
使
の
員
数

が
二
人

∴
二
人

の
場
合
、
荷
丁
は

一
人
、
恐
ら
く

一
荷
を
運
ぶ
か
、

一
人
で
前
後

各

一
荷
計
二
荷
を
運
ぶ
か
の
い
つ
れ
か
で
あ
ろ
う
。
前
者
な
ら
ば
錦
参
の
の
ち
分

水
、
二
荷

に
別

つ
か
、
桶

に
入
れ
湯
に
加
え
る
聖
な
る
水
と
し
て
用
い
る
か
の
い

ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
産
湯

に
用
い
ら
れ
る
吉
方
水
は
、
誕
生
し
た
若
子
の
吉
方
を
陰
陽
師

が
勘
録
し
、
そ
の
方
角

の
水
み
ち
を
指
示
、
そ
の
指
示
の
場
で
汲
む
の
で
あ
る
。

吉
方
と
し
て
選
ば
れ
る
河
川
は
、
平
安
京

の
場
合
、
『源
禮
記
」

で
は
白
川
、
『後

愚
昧
記
』

で
は
紙
屋
川
、
『小
右
記
」
で
は
鴨
川
で
あ
る
。

ま
た
河
川
名
を
記
さ

ず

「東
方
流
水

・
東
流
水
」
と
の
み
記
す
場
合
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
は
産

所
東
方
の
流
水
を
汲
め
ば
よ
く
、
必
ず
し
も
前
記
の
河
川
に
限
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
『新
撰
姓
氏
録
」
右
京
神
別
丹
比
宿
彌
の
條
に
は

「大
鵜
鶴
天
皇
御

世
、
皇
子
瑞
歯
別
尊
誕
生
淡
路
宮
之
時
、
淡
路
瑞
井
水
奉
灌
御
湯
、
」
と
あ
り
、

宮
室
近
く
の
瑞
井
の
水
を
御
湯
に
加
え
て
産
湯
と
し
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
瑞
井
の
よ
う
な
聖
水
を
出
す
井
も

「
汲
水
之
使
」
が
赴
く
場
で
あ

っ
た

可
能
性
は
強
い
。
汲
ま
れ
た
吉
方
水

は
荷
丁
の
桶
で
運
ば
れ
る
が
、

こ
の
桶
は

『九
民
記
」
で
は

「
二
人
荷
多
如
之
」
と
記
さ
れ
、
『
大
記
』

で
も

「仕
丁

一
人
…

荷
多
加
桶
爽
向
」
と
あ
る
が
、
『
玉
蘂
』
に
も
承
元
三
年
五
月
廿
五
日
の

「
湯
殿

始
」

の
項

に

「
吉
時
汲
吉
方
水
」
と
題
し
て

「今

一
口
多
荷
水
桶
遣
釜
殿
令
入
御

湯
…
次
供
御
湯
、
仕
丁
二
人
多
荷
置
案
前
」
と
あ
り
、
多
荷

・
多
荷
水
桶
、
多
加
、

多
加
桶
と
よ
ば
れ
る
桶
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
恐
ら
く
高
桶
、
も
し
く
は
籏

桶

の
称

で
あ
ろ
う
。
興
味
ぶ
か
い
こ
と
に

『長
秋
記
」

に
は

「
元
永
二
年
六
月
五

日
、
御
湯
殿
儀
…
仕
丁
荷
御
湯
如
日
來
、
但
無
布
覆
、
今
日
依
雨
以
板
爲
覆
麟
麟
如
」

と
い

っ
た
記
事
が
あ
る
。
晴
天
日
に
は
吉
方
水
荷
桶

の
口
は
布
覆
し
て
運
ば
れ
る

が
雨
天
日
は
荷
桶

の
口
を
屋
棟
形
に
板
覆
ひ
し
て
湯
殿
に
運
び
こ
む
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
吉
方
水
-
聖
な
る
水
に
雨
滴
や
塵
埃
が
混
じ
ら
ぬ
よ
う
格
別
な

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
吉
時

・
吉
方
を
選
び
、
汲

み
水
の
河
川

・
汲
み
湯
の
吉
所
を
選
び
、
着
衣
彩
色
を
整
え
、
細
心
の
注
意
を
払

っ

て

「吉
方
水
」
は
湯
殿
に
届
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
運
び
こ
ま
れ
た
吉
方
水
は
、
『大
記
」
に
よ
れ
ば

「
御
湯
兼
以
沸
湯
、
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剋
限
入
加
件
水
也
」
と
記
し
、
件
水

(吉
方
水
)
が
沸
か
さ
れ
た
御
湯
に
加
え
ら

れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
『
玉
葉
』
も
仁
安
二
年
十

一
月
九
日
の
記
事
に
、
「
則

汲
水
蹄
参
、
仕
丁
、
直
向
釜
殿
、
入
加
浴
湯
、
次
下
家
司
相
具
御
湯
」
と
記
す
。

『花
園
左
府
記
』

に
は
吉
方
水
二
荷
に
つ
い
て

コ

荷
者
入
桶
、

一
荷
者
遣
釜
殿

御
湯
料
」
と
吉
方
水
二
荷
の
用
を
二
分
、
分
別
し
て
い
る
。
恐
ら
く
吉
方
水
の

一

荷
は
釜
殿
で
御
湯
と
し
て
沸
か
さ
れ
、

一
荷
は
桶
か
ら
こ
の
沸

い
た
御
湯
に
加
え

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
で
吉
方
水
は
、
そ
の
も

つ
聖
性

が
産
湯
全
体
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

聖
性
を
具
え
た
産
湯
、
こ
の
産
湯
を
め
ぐ

っ
て
極
め
て
重
要
な

一
儀
が
あ
る
。

『新
撰
姓
氏
録
』
右
京
神
別

・
丹
比
宿
彌

の
項
に
は

「皇
子
瑞
歯
別
尊
誕
生
淡
路

宮
之
時
、
淡
路
瑞
井
水
奉
灌
御
湯
、
干
時
虎
杖
花
飛
入
御
湯
分瓦
中
、
色
鳴
宿
禰
稻

天
神
壽
詞
、
奉
號
日
多
治
比
瑞
歯
別
命
、
乃
定
多
治
部
於
諸
國
、
爲
皇
子
湯
沐
邑
…
」

と
あ
る
が
、
吉
方
水
に
該
当
す
る
淡
路
瑞
井

の
水

に
、
よ
り

一
層
の
呪
力
、
聖
性

を
与
え
た
の
は
虎
杖
花

ー
丹
遅
花

で
あ
る
。

こ
う
し
た
呪
物
の
世
界
が
古
代
の
産

湯
の
世
界
に
も
息
づ
い
て
い
る
。
『玉
蘂
』
の
件
の
承
元
三
年
五
月
廿
五
日
、
湯

殿
始
め
に
あ
た
り

「今

一
口
多
荷
水
桶
遣
釜
殿
令
入
御
湯
」
の
記
事
に
つ
づ
い
て

「件
御
湯
入
桃
李
梅
、
兼
沸
之
、
以
吉
方
水
加
入
」
の
言
葉
が
み
ら
れ
る
の
も
そ

の

一
、
産
湯
の
御
湯
中

に
桃

・
李

・
梅
を
入
れ
る
、
そ
う
し
た
在
り
方
は
虎
杖
花

と
共
通
す
る

一
面
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の

『玉
蘂
」

に
は

「次
進
鉋
六
口
、
下
家
司
三
人
持
之
、
人
別
三
口
、
付
袋
鉋
爲
先
、
此
中

一

口
結
付
七
寳
袋
、
白
生
小
袋
、
鉋
口
通
穴
結
付
之
、
金
銀
色
々
珠
、
治
丁
子
爵
香

等
、
又

一
口
結
付
銭
袋
、
銭
三
文
入
同
袋
付
之
、
」
と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
。
『大

記
』

に
も

「鉋
二
柄
、
結
付

一
柄
、
金
、
銀
、
犀
角
、
鏡
等
、
入
絹
袋
付
之
、
例

杓
二
柄
」
と
い
う
相
似
た

一
文
が
あ
る
。
恐
ら
く

『玉
蘂
』
の
記
事
と
は
異
り
七

寳
袋
、
銭
袋
の
二
袋
が

一
個
の
鉋
に
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
『源
禮
記

・

委
記
』
に
も

「置
鉋
六
口
、
大
二
口
、
小
四
口
之
中
、

一
口
金
銀
、
犀
角
、
爵
香
、

銭
入
袋
、
結
着
鉋
」
と
あ
り
、
『
大
記
』
と
同
様
、

一
鉋

に
七
寳
袋

・
鏡
入
袋
が

結
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
七
寳
袋

・
鏡
入
袋
を
結
び

つ
け
た
鉋
が

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
記
す
の
は

『玉
蘂
』

で
あ
る
。
「
次

女
房

一
人
参
上
、
以
鉋
付
鏡
袋
鉋
用
之
、
酌
入
湯
入
合
湯
也
、
」
と
あ
り
、
鏡
袋

を
結
ぶ
鉋
で
産
湯
を
酌
み
入
れ
合
湯
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
銭
袋
を
通
し
て

の
湯
は
、
単
な
る
鉋
で
汲
み
入
れ
る
湯
と
は
異
る
、

一
種
の
聖
性
を
強
め
た
湯
に

転
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
七
寳
袋
を
結
ぶ
鉋
は
記
事
に
登
場
し
な
い
が
、
そ

の
用
を
想
わ
せ
る
記
事
が

『源
禮
記

・
委
記
」

に
み
え
る
。
「
犀
角

・
金
銀

・
瑠

璃

・
車
渠

・
馬
拶

・
頗
璃

・
珊
瑚

・
號
珀

・
眞
珠

・
銭
等
入
白
生
絹
小
袋
、
入
御

湯
」
の

一
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
き
の

『
源
禮
記

・
委
記
』
の
別
文
で

「金
銀

・

犀
角

・
齋
香
、
銭
入
袋
結
付
鉋
」
と
記
さ
れ
た
大
二
口

・
小
四
口
の
六
鉋
中
の

一

鉋
が
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
例

の
二
鉋
に
七
寳
袋
と
銭
入

袋
を
別
々
に
結
び

つ
け
る
場
合
も
、
ま
た

一
鉋
に
両
者
は

一
袋
に
し
て
結
び
つ
け

る
本
例
の
場
合
も
、
共

に
御
湯
に
入
れ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
こ

の
記
事
か
ら
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。
金
銀

・
珠
玉
な
ど
を
袋
づ
め
に
し
て
結
ん

だ
鉋
を
御
産
湯
に
浸
し
た
り
、
こ
う
し
た
袋
を
結
ぶ
鉋
を
通
し
て
御
湯
へ
汲
み
入
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れ
た
り
す
る
、
そ
う
し
た
中

で
産
湯

の
聖
性
を

一
層
強
化
し
よ
う
と
計
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
七
寳
の
も

つ
神
秘
が
拡
が
り
、
銭

の
も

つ
富
貴
が
浸
透
す
る
産
湯

を
用
い
る
中
で
、
誕
生
し
た
若
児
は
、
神
秘

の
力
、
富
貴
の
華
を
身
に
つ
け
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
生
の
門
出
と
も
い
う
べ
き
産
湯
の
場
で
金
銀
珠

玉

・
銭
貨
の
こ
う
し
た
在
り
方
と
共
通
す
る
場
が
い
ま

一
つ
在
る
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
る
。
「
地
鎭

・
鎭
壇

・
移
捗
」
の
場
が
そ
れ
。

一
生
を
託
す
る
家
屋
、

一
朝

を
あ
づ
け
る
宮
室
、

一
宗
を
護
る
堂
塔
、

そ
の
建
築
は
ま
さ
に
人
生
の
門
出
に
相

応
し
い
存
在
で
あ
る
。
平
城
京
に
営
ま
れ
た
堂
塔

の
中
に
は
ま
さ
に
金
銀
珠
玉

・

銭
貨
に
彩
ら
れ
た
地
鎭

・
鎭
壇
の
遺
構
が
見
ら
れ
る
。
南
都
元
興
寺
塔
跡
基
壇
発

見
の
彪
大
な
金
銀
珠
玉
、
鏡
貨
、
南
都
西
大
寺
塔
跡
基
壇
発
見
の
卓
越
し
た
金
銀

・

銭
貨

・
珠
玉
…
大
地
を
深
く
穿
ち

一
層

一
層
、
地
掲
き
し

つ
つ
整
地
、
堅
牢
な
基

壇
を
や
が
て
地
上
高
く
に
築
き
上
げ
る
問
、
何
回
も
何
回
も
、
築
層
ご
と
に
金
銀

珠
玉

・
銭
貨
が
ま
か
れ
基
壇
を
聖
化
、
併

せ
て
地
神
の
永
遠
の
庇
護
が
願
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
産
湯

の
金
銀
珠

玉

・
銭
貨
と
通
ず
る
想
ひ
が
汲
み
と
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
移
捗

の
儀
も
ま
た
同
様

で
あ
る
。
「第

一
童
女
二
人

一
人
攣
水

一
人
攣
燭
、
第
一
二

人
牽
黄
牛
、
第
三
二
人
攣
案
上
著
金
寳
器
、
第
四
二
人
持
釜

内
著
五
穀
、
第
五
家
長
、
第
六

一
人
整
馬

鞍
、
第
七
子
孫
男
、
第
八
二
人
持
箱
盛

絶
錦
採
吊
、
第
九

一
人
持
甑
之
内
五
穀
飯
、
第
十
家
母
帯
鏡
於
心
前
」
と
い
っ
た

家
移
り
ー
移
捗
の
順
序
と
そ
の
攣
げ
も

つ
品
々
を
見
る
時
、
こ
こ
に
も
産
湯
の
金

銀
珠
玉
を
容
れ
た
七
寳
袋
、
銭
貨
を
収
あ
た
銭
袋
と
通
ず
る
性
格
が
漂
う
こ
と
を

読
み
と
り
う
る
の
で
あ
る
。

二
、
産
育
と
乳
付
け
と
朱
蜜

大
和
の
地
は
、
蜜
蜂
に
か
か
る
最
古
の
史
料
を
も

つ
地
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』

皇
極
天
皇
二
年
十

一
月
の
條
に

二
年
十

一
月
、
是
歳
百
済
太
子
饒
豊
、
以
蜜
蜂
房
四
枚
、
放
養
於
三
輪
山
、
而

終
不
蕃
息

の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
百
済
太
子
饒
豊
は
、
百
済
義
慈
王
の
子
で
あ
り
野
明

天
皇
三
年
、
義
慈
王
の
命
を
う
け
て
質
と
し
て
来
日
、
斉
明
天
皇
六
年
、
百
済
が

唐

・
新
羅
軍
の
侵
攻
を
う
け
る
や
百
済
の
鬼
室
福
信
ら
は
百
済
王
に
鯨
豊
を
請
い
、

天
智
天
皇
は
元
年
五
月
、
大
将
軍
阿
曇
比
羅
夫
に
船
師
百
七
十
隻
を
与
え
饒
豊

11

豊
璋
を
送
り
、
百
済
王
と
し
た
。
天
智
天
皇
二
年
白
村
江
の
戦
い
に
日
本
軍
が
破

れ
る
と
百
済
王
豊
璋
は
高
麗
に
逃
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
百
済
王
即
位

以
前
、
日
本
に
あ
る
時
、
蜜
蜂
の
巣
四
枚
を
三
輪
山
に
配
し
、
そ
の
放
養
を
計
画

し
た
が
成
功
し
な
か

っ
た
趣
き
を

こ
の
記
事
は
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
輪

山
で
放
蜂
し
、
そ
の
蜂
蜜
を
得
よ
う
と
す
る
企
て
は
百
済
太
子
が
係
わ
る
だ
け
に

余
程
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
。
恐
ら
く
、
単
な
る
甘
味
料
と
し

て
で
は
な
く
、
薬
料
と
し
て
用
い
る
蜂
蜜
を
得
よ
う
と
す
る
計
画
で
は
な
か

っ
た

か
と
考
え
ら
れ
る
。
三
輪
山
は
薬
と
深
く
つ
な
が
る
大
物
主
命
の
鎮
ま
る
山

で
あ

り
、
花
鎮
祭

・
花
鎮
薬
を
出
す
大
神
大
物
主
神
社
の
鎮
座
地
、
長
く

『
大
同
類
聚

方
』
を
伝
え
る
大
神
神
社
の
鎮
座
地
だ
け
に
、
百
済
太
子
蝕
豊
の
養
蜂
の
地

に
選
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ば
れ
た
理
由
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『績
日
本
紀
』
聖
武
天
皇

・
天
平
十

一
年
の
條
に

天
平
十

一
年
十
二
月
戊
辰
、
渤
海
使
巳
珍
蒙
等
拝
朝
、
上
其
王
啓
井
方
物
…
大

轟
皮
熊
皮
各
七
張
、
豹
皮
六
張
、
人
参

三
十
斤
、
蜜
三
研

と
あ
り
、
『
三
代
實
録
」
清
和
天
皇

・
貞
観
十
四
年
の
條
に

四
月
十
八
日
丁
亥
、
勅
遣
左
近
衛
中
將
從
四
位
下
兼
行
備
中
椹
守
源
朝
臣
野
、

向
鴻
臆
館
、
検
領
楊
成
規
等
所
費
渤
海
国
王
啓
及
信
物
…
大
轟
皮
七
張
、
豹
皮

六
張
、
熊
皮
七
張
、
蜜
五
斜

と
あ
る
よ
う
に
外
交
の
ル
ー
ト
を
経

て
渤
海
国
王
か
ら

「蜜

11
蜂
蜜
五
斜
」
が

信
物
と
し
て
届
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
百
済
や
新
羅
、
高
句
麗

国
王
の
信
物
中
に

「蜂
蜜
」
が
含
ま
れ
て
い
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
か
ら
来
朝
し

た
人
々
1
渡
来
系
氏
族
の
中
に
も

「蜜
蜂

か
ら
の
製
蜜
法
」
や
蜂
蜜
そ
の
も
の
が

日
本
に
至
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
輪
山

で
の
百
済
太
子
飴
豊
の

蜜
蜂
の
放
養
も
そ
う
し
た
外
来
技
法

の
導

入
の

一
駒

で
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
恐
ら
く
、
日
本
古
来

の
蜜
蜂

に
よ
る
製
蜜
法
、
養
蜂
法
と
は
異
る
今
来
の

製
蜜
法
、
養
蜂
法
が
導
入
さ
れ
、
全
国
的

に
普
及
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
蜜
蜂
は

『小
石
記
』

の

寛
仁
元
年
九
月
十
二
日
丁
末
、
今
夏
以
來
、
西
封
唐
庇
連
子
下
木
與
長
押
間
蜂

多
狸
雑
、
昨
今
見
其
巣
、
有
蜜
巣
、
取

一
壷
令
嘗
極
甘
者
、
今
旦
召
忠
明
宿
彌

令
見
、
申
無
疑
由
、
傍
相
構
令
取
其
巣
、
深
在
連
子
下
底
、
先
執
数
蜂
納
黒
漆

壷
、
其
後
取
出
、
有
未
成
身
之
子
巣
等
、
又
多
有
盛
蜜
之
巣
、
潟
入
唐
白
茶
院

全
二
合
、
即
放
数
蜂
、
是
希
有
之
事
也
、
価
記
子
細
、

と
あ
る
よ
う
に
家
宅
に
蜜
蜂
が
巣
を

つ
く
り
、
そ
の
巣
か
ら
蜂
蜜
を
得
る
次
第

が
こ
と
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
養
蜂
と
は
言
え
な
い
ま

で
も
、
養
蜂
に
あ
た
る
組
織
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
山
椀
記
』
治

承
二
年
十

一
月
十
日
の
條
に
は
中
宮
が
御
産
の
気
が
あ
り
、
そ
の
用
意
万
端
整
え

て
降
誕
を
ま

つ
様
が
非
常
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
中

に
、
誕

生
し
た
若
子
の
御
乳
付
の
料
物
を
掲
げ
る
。
料
物
は
甘
草
、
光
明
朱
、
蜜
、
牛
黄

の
四
種
を
あ
げ
、
甘
草
、
光
明
朱
、
牛
黄
は
入
道
が
用
意
す
る
が
蜜
は
蔵
人
所
が

と
と
の
え
る
と
記
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
蜜
に

蜜
、
兼
日
自
蔵
人
所
遣
召
蜜
、
御
園
所
進
非
眞
蜜
、
傍
定
成
朝
臣
賜
蔵
人
所
儲
、

差
副
寮
官

一
人
於
仕
人
、
遣
御
園
所
、
取
進
眞
蜜
也

と
い
っ
た
註
を
付
し
て
い
る
。
蜜
は
御
園
所

で
製
ら
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
、
御
乳
付
料
物
と
し
て
御
園
所
か
ら
蔵
人
所

へ
提
出
し
た
蜜
が
眞
蜜
で
な
か

っ

た
こ
と
か
ら
改
め
て
使
を
出
し
眞
蜜
を
差
し
出
さ
せ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
製
蜜
、
蜜
の
保
管
管
理
、
調
蜜
と
い

っ
た
作
業
は
御
園
所
の
な
す
と
こ
ろ
と

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
蜜
は
各
地
か
ら
貢
進
さ
れ
る
も
の
で
も
あ

っ

た
。
『
延
喜
式
』
巻
十
五
、
内
蔵
案
の
項
に
は

「蜜
蘇
」
を
掲
げ
、

蜜
、
甲
斐
国

一
升
、
相
模
国

一
升
、
信
濃
国
二
升
、
能
登
国

一
升
五
合
、
越
中

国

一
升
五
合
、
備
中
国

一
升
、
備
後
国
二
升

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
『延
喜
式
』
巻
三
七
、
典
薬
寮

の
項
に

「
諸
國
進
年

料
雑
薬
」
と
し
て
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摂
津
国
蜂
房
七
両
、
伊
勢
国
蜂
房

一
斤
十
二
両

と
記
さ
れ
て
い
る
。
内
蔵
寮
の
場
合
は
比
較
的
遠
隔
の
地
か
ら
貢
進
さ
せ
る
こ

と
も
あ

っ
て
か

「蜜
」
と
し
て
す
で
に
精
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
典

薬
寮
の
場
合
は
近
隣

の
国
か
ら
蜂
房
-
蜂
巣

の
貢
進
と
い
う
形
が
と
ら
れ
、
彼
此

の
間
に
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
御
園
所
の
よ
う
な
施
設
中
に
蜂
房
-

蜂
巣
が
収
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
蜂
蜜
が
如
何
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
は
記
録
に
現
れ
る
こ
と
が
乏
し

く
判
り
づ
ら
い
。
『
績
日
本
紀
」
巻
昼

∵

淳
仁
天
皇
天
平
宝
字
四
年
の
條
に
は

閏
四
月
丁
亥
、
仁
正
皇
太
后
遣
使
於
五
大
寺
、
毎
寺
施
雑
薬
二
櫃
、
蜜
缶

一
口
、

以
皇
太
后
寝
膳
乖
和
也
、

病
篤
く
、
こ
の
年
六
月
七
日
崩
ず
る
仁
正
皇
太
后
の
病
い
の
恢
復
を
願

っ
て
五

大
寺

へ
雑
薬
二
櫃
、
密
缶

一
口
を
施
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
京
内
六
大
寺
に
調

経
さ
せ
た
り
、
宮
中
で
大
般
若
経
を
転
読

さ
せ
た
り
す
る
動
き
と
同
様
な
動
き
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
仏
に
、
寺
に
施
入
す

る
雑
薬
、
蜜
缶
は
病
ひ
を
贈
う
も
の
で

あ
り
衆
庶
を
救
済
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
用
薬
の
詳
細
を
記

す

『
大
同
類
聚
方
』
中
に
は
蜂
蜜
を
用
い
る
薬
五
種
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

は
家
蜂

・
土
蜂
の
い
つ
れ
の
蜂
を
用
い
る
か
は
定
か
で
な
い
。
例
え
ば

「南
水
薬
、

栗
田
朝
臣
真
人
乃
家
傅
方
、
之
利
度
智
之
利
波
須
爾
與
呈
験
安
里
、
久
呂
加
禰
乃
寸
利

古
、

一
味
乎
須
波
智
乃
阿
免
爾
天
煉
利
合
世
附
呈
愈
由
」
と
あ
る
よ
う
に
種

々
の
薬
材

を
練
り
、
こ
れ
を
蜂
蜜
で
合
せ
て
用
い
る
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
仁
正
皇
太
后

が
五
大
寺
に
施
入
さ
れ
た
雑
薬
の
場
合
、

そ
れ
を
調
合
す
る
も
の
と
し
て
蜜
缶

一

口
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
延
喜
式
』

の
典
薬
寮
の
記
事

に

『
膓
月

御
薬
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
諸
薬
材
中
、
「蜜
小
二
斗
五
升
七
合
、
己
上
井
受
内

蔵
寮
」
が
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
用
い
方
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
蜂
蜜
が
こ
の

よ
う
に
薬
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
中
で
、
注
目
さ
れ
る
用
法
が
あ

る
。
天
暦
四
年
五
月
二
四
日
誕
生
の
冷
泉
天
皇
の
御
産
部
類
記
ー

『
九
條
殿
記
」

に
は

「御
乳
付
」
と
し
て

喚
故
中
納
言
平
時
望
卿
女
子
、
令
奉
仕
乳
付
、
時
午
二
点
　
、
以
鎌
裏
之
。
先

是
侍
醤
季
富
等
供
甘
草
汁
、
次
以
蜜
和
光
明
朱
砂
、
塗
御
唇
、
以
故
當
季
朝
臣

息
左
近
局
爲
乳
母
…

と
い
っ
た
記
事
が
あ
り
、
誕
生
し
た
皇
子
の
乳
付
け
に
蜜
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

を
記
し
留
め
て
い
る
。
光
明
朱
砂
と
蜜
を
和
し
て
皇
子
の
御
唇
に
塗
る
と
い
う
作

法
が
こ
こ
に
明
確
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
御
乳
付
け
に
関
し
て
は
前
掲
の

『山

椀
記
」
治
承
二
年
十

一
月
十
二
日
条
に
甘
草
、
光
明
朱
、
蜜
、
牛
黄
の
四
種
を
御

乳
付
料
と
し
て
用
意
す
る
趣
き
が
記
さ
れ
、

つ
い
で

此
後
有
御
乳
付
事
云
々
、
傳
聞
、
洞
院
局
奉
抱
上
、
以
綿
纏
指
、
拭
去
御
口
中

井
御
舌
上
血
、
袖
蔚
楓
鞭
和
坤
又
以
他
綿
纏
、
沽
取
甘
草
湯
奉
含
之
、
又
以
綿
纏
、

沽
取
朱
蜜
奉
塗
御
唇
、
又
以
綿
沽
取
牛
黄
奉
會
之
、
次
奉
含
御
乳
、
次
御
乳
人

参
上
、
御
鼻
員
以
練
糸
結
之
如
恒
云
々

と
実

に
具
体
的

に
乳
付

の
模
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
な
記
事
は

『
公
衡
公

記
」
廣
義
門
院
御
産
愚
記

・
延
慶
四
年
の
条
に
も
見
え
る
。

次
有
御
乳
付
事
、
其
儀
先
醤
師
献
其
具

〔甘
草
煎

・
朱
蜜

・
牛
玉
輔
跡
贈
度
〕
、
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次
女
房
奉
抱
上
、
以
綿
纏
指
拭
御
舌
中
井
御
舌
血
、
次
奉
含
甘
草
煎

〔以
他
綿

沽
之
奉
含
之
〕
、
次
取
朱
蜜
奉
塗
御
唇

〔又
以
綿
沽
之
奉
塗
之
〕
、
次
奉
含
牛
玉

〔如
形
、
又
以
綿
沽
之
奉
含
之
〕、
以
上
封
御
方
奉
仕
之
、
二
品
扶
持
之
、
次
女

院
如
形
令
奉
含
御
乳
結
、
御
乳
人
、
参
上
奉
含
御
乳
、
次
二
品
奉
抱
皇
子
出
寝

殿
、
奉
臥
白
御
帳
内
…

と
記
さ
れ
て
い
る
。
誕
生
時
、
嬰
児
の
口
中
や
舌
に
は
血
が
多
く
入
り
産
声
も

速
や
か
に
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
状
況

で
あ
る
た
め
、
口
中
、
舌
上
の
血
を
甘

草
湯
で
ふ
き
、
光
明
朱
砂
と
蜜
を
和
し
た
朱
蜜
で
唇
を
拭
き
全
か
ら
し
あ
る
と
い

う
訳
で
あ
り
、
甘
草
湯
の
甘
さ
、
朱
蜜
の
甘
さ
で
嬰
児
の
乳
付
け
の
備
え
と
し
、

母
が
乳
付
け
の
形
を
、
や
が
て
乳
母
が
実
際
に
乳
を
飲
ま
せ
る
と
い
う
次
第
で
あ

る
。
蜂
蜜
が
こ
う
し
た
乳
付
け
時
の
朱
蜜

の
和
剤
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
こ
と
は

薬
と
し
て
用
い
る

一
面
を
具
体
的
に
物
語

る
も
の
と
し
て
重
要
な
資
料
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

蜜
蜂
で
名
を
馳
せ
る
貴
人
に
京
極
大
相
国
藤
原
宗
輔
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
古
事

談
』
に
は
彼
が
鳥
羽
殿
で
飼
う
蜂
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
五
月
ご
ろ
、
蜂
巣

が
俄
か
に
落
下
、
蜂
の
多
く
が
飛
散
、
人

々
の
逃
げ
惑

い
騒
ぐ
の
を
見
た
彼
は
御

前
の
枇
把
を
も
ぎ
皮
を
剥
ぎ
指
上
げ
る
、
蜂
は
あ
る
か
ぎ
り
こ
の
枇
把
に
と
り

つ

き
散
ら
ず
、
そ
こ
で
他

へ
蜂
の
と
り

つ
く
枇
把
を
す
て
さ
せ
た
と
い
い
、
天
皇
の

嘆
賞
、
叡
感
を
得
た
と
記
す
。
蜂
を
飼
養
し
蜜
を
求
め
る
貴
紳
邸
宅
で
の
騒
動
が

よ
く
理
解

で
き
る
筆
緻

で
あ
る
。

一
方

『
十
訓
抄
』
で
は
こ
の
藤
原
宗
輔
が
彪
大

な
蜂
を
飼
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
蜂
を
名
付
け
、
何
丸
、
か
に
丸
を
呼
べ
は
寄
り
、
出

仕
の
車
に
も
沢
山
の
蜂
が
行
を
共
に
す
る
。
車
ひ
き
に
止
ま
れ
と
指
示
す
れ
ば
車

と
と
も
に
蜂
も
止
ま
る
と
い
う
鮮
や
か
さ
、
世
人
は
彼
を
蜂
飼
大
臣
と
名
付
け
た

と
の
べ
、
蜂
と
宗
輔
の
関
係
を
の
べ
て
い
る
。
飼
蜂
の
状
況
を
記
す

『栗
氏
轟
譜
』

に
は

「江
都
官
家

二
蜂
堂

ヲ
庭
上

二
設
テ
蜜

ヲ
採
テ
・-
堂
内
部
局
ヲ
構

へ
、
其
上

ノ
奥
所
、
蜂
王
ノ
座
ア
リ
。
群
臣
次
第

二
列
座

シ
テ
自
然

二
官
職
ア
ル
ガ
如
シ
…

群
蜂
早
農

二
堂
ヲ
出
デ
午
時

二
花
蘂
及
精
液

ヲ
含
ミ
來
テ
衙
門

二
入
ル
ト
キ
、
監

蜂
是

ヲ
検
察
シ
テ
入

シ
ム
」
と
あ
る
が
蜂
巣
内
の
蜂
に
は
あ
た
か
も
軍
隊
か
朝
廷

の
官
僚
機
構
を
思
わ
せ
る
整
然
た
る
序
列
が
辿
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
藤

原
朝
臣
宗
輔
の
蜂
の
名
付
け
、
蜂

へ
の
往
来

の
指
示
と
な

っ
た
記
事
な
ど
は
宗
輔

が
養
蜂
す
る
蜜
蜂
の
特
性
を
よ
く
見
極
め
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
こ
の

『栗
氏

轟
譜
』
な
ど
の
記
事
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
て
く

る
と
産
と
朱
蜜
、
薬
と
蜜
の
周
辺
は
中
国
唐

・
宋
朝
慣
習
と
の
対
比
が
将
来
必
至

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
誕
生
と
嬰
児
遺
体
流
棄

奈
良
県
大
和
郡
山
市
の
稗
田
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
下

ッ
道
を
横
切
る
河
川
-
佐

保
川
の

一
流
の
姿
を
見
事
に
垣
間
見
せ
て
く
れ
た
。
二
百
点
を
超
す
人
面
墨
描
土

器
に
加
え
て
多
量
の
土
馬
や
齋
串
、
人
形
代
、

さ
ら
に
竃
形
代
ま

で
、
ま
さ
に

「
祓
え
」
の
実
態
を
伝
え
る
文
物
の
発
見
で
あ
り
、
佐
保
川
が
そ
う
し
た
祓
え
の

場
、
祓
い
流
し
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
様
子
を
手
に
と
る
よ
う
に
浮
か
び
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上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
調
査
で
は
い
ま

一
面
、
極
め
て
重
要
な

資
料
の
発
見
が
あ

っ
た
。
嬰
児
を
包
み
流
す
、
そ
う
し
た
実
例
が
見
出
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
板
に
死
し
た
嬰
児
の
包
み
を
載
せ
縄
し
て
流
し
た
こ
の
例
は
、
古
代
の

嬰
児
の
川
流
し
の
具
体
例
と
し
て
、
そ
の
検
討
は
、
将
来
、
各
方
面
に
問
題
を
惹

起
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
古
の
記
録
を
繕
く
と
、
注
目
さ
れ
る
史
料
に
出
合
う
こ
と
が
出

来
る
。
藤
原
行
成
の
日
記

『
権
記
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
寛
弘
五
年
九
月
の
條

に
は
、

廿
五
日
壬
午
、
此
夕
女
人
有
悩
氣
、
疑
在
産
事
、
価
初
夜
間
許
、
爲
向
慶
圓
僧

都
赴
妙
法
蓮
華
寺
、
而
聞
候
内
之
由
、
到

一
條
路
邊
、
令
左
近
府
生
重
隣
取
案

内
、
子
時
螺
吹
後
、
僧
都
被
出
、
同
載
蹄
加
持
、
誕
生
男
児
、
胞
衣
未
下
、
傍

令
七
人
陰
陽
人
以
午
時
令
祓
七
瀬
、
立
種
々
願
、
僧
都
寅
時
許
被
還
、
種
々
祈

願
、
右
宰
相
中
将
修
理
大
夫
…

廿
六
日
癸
未
、
此
夕
子
剋
又
誕
男
見
、
胞
衣
不
早
下
、
然
而
切
取
結
着
母
氏
胎
、

廿
七
日
甲
申
、
此
日
新
宰
相
被
過
問
、
春
宮
椹
大
夫
左
宰
相
中
將
被
過
問
、
此

夕
始
被
生
見
亡
、
以
丑
剋
令
是
高
棄
東
河
原
、
胞
衣
出
了
、
女
人
有
悩
氣
、

廿
八
日
乙
酉
、
此
日
新
生
見
辰
剋
初
沐
浴
、
前
式
部
少
輔
江
爲
基
讃
孝
経
、
弦

打
加
持
僧
等
在
之
、
午
時
許
見
没
、
八
月
子
俗
忌
之
、
価
過
今
月
可
遂
産
事
之

由
、
種
々
祈
願
、
而
俄
有
産
事
、
是
無
佛
神
冥
助
也
、
今
夜
子
剋
棄
見
於
乙
方

東
河
原
也
。

と
い
っ
た
詳
細
な
小
児
誕
生
、
そ
の
死
去
の
記
録
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
九
月
廿
五
日
産
気
付
き
男
児
出
生
、
翌
廿
六
日
再
び
男
児
出
生
、

双
生
見

で
あ

っ
た
。
先

に
誕
生
し
た
男
児
は
廿
七
日
死
亡
、
後
に
誕
生
し
た
男
児

も
廿
八
日
、
相

つ
い
で
死
亡
す
る
と
い
う
い
た
ま
し
い
経
過
を
記
す
記
事
で
あ
る
。

先
児
は
誕
生
後
、
七
人
の
陰
陽
人
を
招
い
て
七
瀬
に
祓
え
さ
せ
、
種
々
の
立
願
ま

で
行
成
は
執
り
行

っ
て
い
る
し
、
後
児
に
も
初
沐
浴
、
読
孝
経
、
絃
打
加
持
と
い
っ

た
産
事
が
執
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
同
書
、
『権
記
」

の
寛
弘
四
年
十

一

月
廿
日
の
條
に
は
、
十
九
日
、
女
人
煩
気
あ
り
と
の
べ
、

卯
時
誕
生
女
兜
、
二
時
許
不
胞
落
、
伍
結
着
切
之
、
種
々
立
願
祈
誓
、
午
時
許

自
吉
平
朝
臣
示
送
云
、
如
此
事
七
瀬
祓
有
感
鷹
、
則
光
榮
朝
臣
以
下
七
人
許
送

消
息
、
以
申
剋
令
祓
、
送
消
息
後
、
未
剋
平
安
遂
了
。
自
今
夕
屈
観
助
律
師
修

法
、
故
静
闇
梨
修
、
朝
闇
梨
加
持
、
叡
義
上
人
讃
大
般
若
、

と
い

っ
た
記
事
が
続
い
て
い
る
。
女
見
誕
生
に
つ
い
で
立
願
祈
誓
、
七
瀬
祓
、

修
法
加
持
、
大
般
若
と
い

っ
た

一
連
の
動
き
が
誕
生
の
日
に
実
修
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
女
児
は
無
事
成
長
す
る
が
、
二
日
間
の
み
こ
の
世
に
生
を
亨
け
た
さ
き
の
双

児
の
場
合
も
、
そ
の
誕
生
の
日
に
は
同
様
な
儀
が
実
修
さ
れ
て
い
る
と
い
う
訳
で

あ
る
。
こ
の
双
見
は
二
日
の
生
を
終
え
て
死
亡
、
母
た
ち
女
人
の
落
胆
悲
哀
、
行

成
の
落
胆
悲
哀
は
い
か
ば
か
り
か
…
。
と
こ
ろ
が
続
く
文
は
先
見
は
廿
七
日
、
東

河
原
に
棄
て
る
と
記
さ
れ
、
後
見
も
ま
た
翌
廿
八
口
、
同
様
東
河
原
に
棄
て
る
と

記
さ
れ
る
。
「
八
月
の
誕
生
は
忌
ま
れ
る
と
俗
に
言
わ
れ
る
が
、

こ
の
見
達
は
過

ぎ
て
九
月
に
生
ま
れ
た
の
に
…
」
と
い
う
残
念
の
言
葉
や
、
「仏
神
の
冥
助
な
く
…
」

と
い
う
句
に
こ
の
子
た
ち
を
見
守
る
行
成
や
家
族
の
想
ひ
が
十
分
に
読
み
と
れ
る
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の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
誕
生
し
た
子
供

へ
の
愛
情
、
愛
惜
の
言
葉
と
裏
腹
に
、
こ
の
双
見

は
、
と
も
に

「
東
河
原
に
棄
て
る
」
と
い
う
言
葉
で
、
そ
の
遺
骸
の
取
扱
い
が
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
墓
を
築
く
こ
と
な
く
、
死
後
僅
か
の
時
間

(夕
死
し
て

丑
剋

・
午
時
死
し
て
子
剋
)
を
お
い
て
茶
毘
に
付
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
東
河
原
に

棄

て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
廿
八
日
乙
酉
の
死
亡
と
い
う
こ
と
で
、
陰

陽
師
と
も
は
か
り
そ
の
遺
骸
は
乙
方
東
河
原
を
選
ん
で
棄
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
か
ら
、
廿
七
日
甲
申
死
亡
し
た
先
き
に
生
ま
れ
た
見
も
甲
方
東
河
原
を
選
ん
で

流
し
棄
て
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
双
見
で
あ
る
が
、
川
筋

こ
そ
東
河

原
、
し
か
し
、
そ
の
流
し
棄
て
ら
れ
た
場

は
死
亡
の
日
の
干
支
を
え
ら
び
互

い
に

相
違
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
権
記
」
を
記
し
た
の
は
、
藤
原
行
成
。
こ
の
双
見
が
誕
生
し
死
亡
し
た
寛
弘

五
年
当
時
、
彼
は
権
大
納
言
の
要
職
に
あ

り
、
四
九
才
、
四
納
言

の

一
人

に
数
え

ら
れ
る
有
能
な
実
務
官
僚
で
あ
り
、
三
蹟

の

一
に
算
え
ら
れ
る
能
書

の
人
と
し
て

有
名
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
の
枢
要

に
あ
る
行
成

の
家

で
誕
生
、
死
亡
し
た

嬰
見
で
す
ら
東
河
原
に
棄
て
ら
れ
る
だ
け
に
、
当
時
貴
紳
か
ら
衆
庶

に
至
る
ま
で
、

各
階
層
に
嬰
児
の
河
原
流
棄
の
風
習
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
目
で
見
る
な
ら
ば
、
『
後
愚
昧
記
』
の

一
記
事
も
重
要
な
意
義

を
も

つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
記
事
は
、

つ
ぎ
の
永
和
三
年
正
月
十
二
日
の
條
で

あ
る
。

十
二
日
、
今
日
申
剋
許
大
樹
妾
ー
略
ー
産
女
子
了
、
而
爲
逆
生
之
間
即
死
去
云
々
、

日
來
爲
男
子
者
、
馬

・
甲
冑
等
可
出
之
由
、
諸
大
名
等
用
意
之
、
而
支
度
相
違

之
間
、
於
馬
者
引
蹄
云
々
、
凡
産
生
爲
難
産
之
間
、
比
興
之
雑
説
等
満
巷
、
何

足
逞
記
哉
、
或
説
云
、
両
子

一
度
出
生
、
共
以
死
去
了
、
而
隠
密
両
子
之
由
云
々
、

実
否
不
知
之
、
小
見
死
去
之
間
、
無
不
鰯
此
稼
之
人
、
価
天
下
鰯
稼
之
儀
云
々
、

就
中
二
品
尼
向
産
所
、
彼
見
死
去
之
後
蹄
宅
、
其
後
参
内
之
間
、
毎
日
御
拝
無

之
云
々
、
上
膓
後
日
所
語
也
、

大
樹

-
足
利
義
満

の
妾
、
日
野
業
子
が
こ
の
日
、
雑
産

の
中
、
女
見
を
出
産
す

る
が

「
逆
生
-
逆
子
」

で
、
出
生
後
死
去
、
諸
大
名
は
男
子
出
生

に
備
え
て
馬

・

甲
冑
等
を
若
子
に
献
す
べ
く
用
意
し
て
い
た
も
の
の
空
し
く
終

っ
た
次
第
が
述

べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
双
生
見
で
あ

っ
た
と
い
う
説
が
ひ
ろ
が
り
、
ま
た
こ
品

尼
の
動
き
も
あ

っ
て
死
稼
が
充
満
、
天
下
鯛
稼
、
内
裏
に
ま
で
稼
気
を
引
き
来
た

っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
中
に
は
、
死
亡
し
た
女
見
、
若
し
か
す
れ

ば
双
子
の
女
見
の
遺
骸
が
河
原
に
棄
て
ら
れ
た
か
否
か
は
説
か
れ
て
い
な
い
が
、

「雑
説
満
巷
」
の
言
葉
や

「隠
密
両
子
之
由
」

の
句
は
、
十
分
そ
う
し
た
遺
棄

の

可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
言
葉
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
双
子
の
二
女
見

が
出
生
、
そ
の
後
、
間
も
な
く
死
亡
、
将
軍
家
男
見
出
生
を
期
待
す
る
諸
大
名
と

の
絡
み
も
あ
り
隠
密
裡
に
全
て
が
運
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
『百
練
抄
』

四
條
天
皇
の
條
に
は

天
福
元
年
九
月
十
二
日
癸
丑
、
自
去
夜
女
院
御
産
氣
云
々
、
來
月
御
當
月
也
、

人
以
驚
云
云
、
十
八
日
巳
末
、
御
産
氣
日
來
連
々
、
今
暁
殊
物
分
心之
間
、
寅
刻

皇
子
降
誕
、
萬
人
悦
豫
之
慮
、
皇
子
有
御
事
云
々
、
及
書
女
院
崩
御
云
々
、
上
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下
悲
嘆
、
言
語
難
及
、
云
僧
侶
、
云
陰
陽
、
恥
辱
此
秋
也
、
ト
笠
算
勘
以
下
、

皆
以
相
違
、
諸
道
陵
夷
、
何
事
如
之
、

と
い
っ
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。
後
堀
河
天
皇
の
皇
后
噂
子
、
二
十
五
才
の
難
産
、

皇
子
降
誕
後

の
相

つ
ぐ
崩
御
、
全
て
を
読

み
違
え
た
仏
道
、
陰
陽
道
な
ど
諸
道

の

権
威
失
遂
の
様
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
足
利
義
満
家
の
場
合
と
は
異
り
、

隠
密
裡

に
遺
体
遺
棄

へ
と
事
を
運
ぶ
と
い

っ
た
動
き
は
見
ら
れ
な
い
。
皇
子
は
母
、

鱒
子
と
土
ハ
に
葬
ら
れ
た
の
か
否
か
、
そ
の
是
非
は
記
事
を
欠
く
が
、
こ
と
天
皇
家
-

皇
子
だ
け
に
格
別
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
可
能
性
は
大
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は

『仲
資
王
記
」
の
記
事
で
あ
る
。

建
永
二
年
七
月
廿
八
日
壬
寅
、
姫
宮
御
気
蹄
色
絶
了
、
廿
九
日
癸
卯
、
裏
書
云
、

暁
天
奉
渡
大
谷
堂
了
、
小
人
御
事
、
不
似
普
通
例
歓
之
由
、
法
師
舞
被
計
也
…

七
歳
以
前
、
無
葬
禮
無
佛
事
故
也
、
普
通
之
例
、
納
袋
堕
山
野
了
、
而
此
事
者

悲
嘆
之
飴
、
奉
案
置
東
山
堂
了
、
八
月

四
日
…
七
歳
以
前
、
葬
禮
井
七
七
御
佛

事
、
無
先
例
之
由
所
被
申
也

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
七
歳
未
満
で
死
去
し
た
小
児
の
場
合
は
葬
禮
な
く
仏
事

も
と
り
行
な
わ
ぬ
と
の
約
束
事
が
こ
の
時
代
に
息
づ
い
て
い
た
こ
と
が
行
文

の
問

か
ら
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事

の
場
合
は
そ
う
し
た
約
束
事
を
超
え
る

愛
惜
の
想
ひ
が
あ

っ
て
、
特
別
に
東
山
大
谷
堂
に
遺
骸
は
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

一
般
に
は
袋
に
納
め
山
野
に
堕
す
が
普
通
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
態

を
勘
案
す
れ
ば
、
『権
記
」
の
語
る
藤
原
行
成
の
双
子
死
亡
、
東
河
原

に
遺
体
を

棄
て
る
と
の
記
載
も
、
七
歳
以
下
、
わ
け

て
も
出
生
翌
日
の
死
去
、
生
あ
る
こ
と

二
日
と
い
う
事
態
は
、
当
然
、
山
野
河
川
に
運
ば
れ
る
結
果
を
生
む
こ
と
に
な
る

か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
河
原

へ
の
遺
体
遺
棄
は
当
時
の
七
歳
以
下

の
小
児
に

広
く
適
用
さ
れ
た
葬
の
在
り
方
を
語
る
も
の
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
後
世
、
賓
河
原
の
伝
承
が
河
原
を
め
ぐ

っ
て
成
立
し
て
く
る
事
情
も
、
こ
う

し
た
葬
と
係
り
合
う
結
果
で
あ
ろ
う
。

『律
疏
』
賊
盗
條
に
は

「凡
残
害
死
屍
、
及
奔
屍
水
中
者
、
各
減
闘
殺
罪
五
等
、

奔
而
不
失
、
及
髭
髪
若
傷
者
、
各
又
減
二
等
…
」
と
あ
り
、
そ
の
註
に

「謂
從
残

害
以
下
、
並
謂
意
在
於
悪
、
如
無
悪
心
、
謂
若
遺
言
水
葬
、
及
遠
道
死
枢
、
将
骨

還
郷
之
類
、
並
不
坐
」
と
い
っ
た
規
定
が
あ
る
。
悪
意
を
抱

い
て
屍
を
水
中
に
棄

て
れ
ば
罪
死
に
値
す
る
が
、
悪
心
な
く
遺
言
で
水
葬
す
る
場
合
な
ど
は
罪
に
坐
さ

ず
と
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
貴
紳
衆
庶
が
慣
例
と
し
て

「死
屍
河
原
遺
棄
」

・

「死
屍
河
川
流
棄
」
を
行
な
う
か
ぎ
り
、
悪
心
な
き
も
の
と
見
な
さ
れ
罪
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
目

で
見
る
と
、
『
続

日
本
後
紀
」
仁
明
天
皇
承
和
九
年
十
月
条
の

九
年
十
月
甲
戌
、
勅
左
右
京
職
東
西
悲
田
、
並
給
料
物
、
令
焼
欽
島
田
及
鴨
河

原
等
濁
艘
、
総
五
千
五
百
蝕
頭
、
癸
未
、
太
政
官
充
義
倉
物
於
悲
田
、
令
聚
葬

鴨
河
濁
艘

と
い
っ
た
記
事
は
京
洛
内
外
の
河
原
の
様
子
を
窺

い
知
る
上

で
重
要
な
意
味
を

も

つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
河
原
に
存
在
す
る
燭
艘
を
集
め
焼
飲
す
る
記
事
は
数
多
く

見
ら
れ
、
行
疫
甚
し
い
際
の
川
原
、
山
河
の
遺
骸
焼
欽

の
け
た
た
ま
し
さ
も
多
く

の
日
記
に
記
し
留
め
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
山
野
河
原
が
こ
う
し
た
衆
庶
貴
紳

一50一



の
遺
体
遺
棄
の
場
で
あ

っ
た
こ
と
が
復
原

さ
れ
る
と
、
生
を
亨
け
て
僅
か
二
日
、

死
去
し
た
双
子
が
貴
紳
の
子
で
あ
ろ
う
と
七
歳
以
下
の
基
準
か
ら
し
て
も
、
慣
習

か
ら
し
て
も
、
こ
う
し
た
河
原

へ
の
遺
体
遺
棄
は
格
別
な
想
ひ
を
抱
か
せ
る
も
の

で
は
な
か

っ
た
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な

い
。

こ
う
し
た
面
か
ら
す
れ
ば
、
祓

へ

に
伴
う
人
形
代
、
馬
形
代
、
竃
形
代
、
人
面
墨
描
土
器

(贈
小
増
)
を
通
じ
て
罪

稼
、
疫
疾
を
河
原
か
ら
流
す
、
そ
う
し
た
祓
い
流
し
と
死
体

の
河
原
遺
棄
は
相
互

に
背
景
に
脈
絡
す
る
も
の
が
あ
る
同
時
代

の
慣
行
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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